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本
法
律
案
は
、
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
の
実
施
の
状
況
に
鑑
み
、
地
震
防
災
緊
急
事
業
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の

特
例
等
の
措
置
の
有
効
期
限
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
間
延
長
す
る
措
置
を
講
じ
、
地
震
防
災
緊
急
事
業
を
引

 

き
続
き
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

 


